
外国人留学生対象授業料免除制度
学業優秀者支援枠（アカデミック枠：academic-course）と経済困窮者支援枠（エコノ
ミー枠：economy-course）があります。

＊入試成績（1年）・前年度成績（2年～）の高い順に
判定（経済状況は考慮しない）
＊免除期間は1年間（年1回申請）
＊全額免除とならない場合，E枠に申請可能
（E枠不採用でもA枠の結果で判定）

＊経済的困窮度の高い順に判定（学力は一定基準を
満たせば可）
＊免除期間は半期分（半年ごとに申請）
＊判定内容は全額免除のみ（申請者の10％）

Ⓐ
3月申請
4月結果

Ⓔ
4月申請
6月結果

■申請者の10％が全額免除
■申請者の30％が1/2または

1/3額免除（学部）
■申請者の80％が1/2または

1/5額免除（大学院）


